
【
隣

接
市

町
間

の
避

難
計

画
策

定
に
向

け
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会

議
に
つ
い
て
】

■
想

定
最

大
規

模
降

雨
に
伴

う
大

規
模

氾
濫

時
に
は
、
広
範
囲
か
つ
非
常
に
深
い
浸
水
の
発
生
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
市
町
で
指
定

し
た
避
難
場
所
が
活
用
出
来
な
い
可

能
性

が
あ
る
。
ま
た
、
人

口
が

集
中

す
る
区

域
で
浸

水
が

発
生

し
た
場

合
、
要

避
難

者
数

が
多

く
な
り
、
避
難
場
所
の
収
容
可
能
数
を
超
過
し
、
洪
水
時
の
避
難
が
出
来
な
い
住
民
が
出
て
き
て
し
ま
う
可

能
性

が
あ
る

。

■
自
市
町
内
の
避
難
場
所
の
み
で
、
地
域
住
民
の
避
難
を
完
結
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
お
い
て
、
隣

接
す
る
市

町
間

が
相

互
に

連
携
し
、
大

規
模

氾
濫

時
の

地
域

住
民

の
安

全
・
安

心
を
確

保
す
る
た
め
に
「
隣

接
市

町
間

の
避

難
計

画
」
策

定
に
向
け
、
隣
接
す
る

４
市
町

及
び
宮

城
県

、
仙

台
管

区
気

象
台

、
仙

台
河

川
国

道
事

務
所

を
メ
ン
バ

ー
と
し
て
、
検

討
を
進

め
て
い
く
。

【
検

討
メ
ン
バ

ー
】

○
角

田
市

防
災
安
全
課

（
Ｈ
２
９
年
度
幹
事
）

○
丸

森
町

総
務
課

○
亘

理
町

総
務
課

○
山

元
町

総
務
課

資
料

－
３

隣
接

市
町

間
の

避
難

計
画

策
定

に
向

け
た

取
組

に
つ

い
て

第
４

回
名
取
川
・
阿
武
隈
川
下
流
等

大
規

模
氾
濫
時
の
減
災
対
策
協
議
会

【
平

成
3
0
年

1
月

1
6
日

開
催
】

○
宮
城
県

危
機
対
策
課

○
宮
城
県

河
川
課

○
仙
台
管
区
気
象
台

予
報
課

○
仙
台
河
川
国
道
事
務
所

調
査
第
一
課

▲
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会

議
開

催
状

況

▲
会
議
で
の
議
論
状
況

オ
ブ
ザ

ー
バ

ー

○
大

規
模

氾
濫

時
に
お
け
る
隣

接
市

町
間

の
避

難
等

に
係

る
調

整
を
円

滑
に
行

う
た
め
に
、
「
大

規
模

水
害

時
に
お
け

る
隣

接
市

町
間

の
避

難
に
関

す
る
協

定
書

（
仮

称
）
」
を
作

成
し
、
年

度
内

に
関

係
首

長
間

で
協

定
締

結
す
る
。

第
１
回

会
議

（
H
2
9
.7
.2
6
）

○
避

難
計

画
策

定
に
向

け
た
各

市
町

の
状

況
に
つ
い
て
情

報
交

換
し
、
実

現
の

可
能

性
に
つ
い
て
検

討
し
た
。

○
「
協

定
書

（
案

）
」
に
つ
い
て
、
内

容
を
検

討
し
た
。

第
2
回

会
議

（
H
2
9
.1
0
.1
9
）

【
検

討
状

況
】

【
今

後
の

予
定

】
○
今

年
度

内
に
「
協

定
書

（案
）
」
に
つ
い
て
、
関

係
首

長
間

で
協

定
締

結
。

○
平

成
３
０
年

度
以

降
、
避

難
に
あ
た
っ
て
の

ル
ー
ル

や
避

難
所

運
用

等
を
示

し
た
「
細

則
（
案

）
」
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会

議

メ
ン
バ

ー
で
作

成
す
る
と
と
も
に
、
右
記
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

【
来

年
度

以
降

の
検

討
内

容
】

○
避
難
経

路
な
ど
を
示

し
た
４
市

共
通

の
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
作

成
、
４
市

合
同

で
の

避
難

訓
練

実
施

○
水

害
の

発
生

場
所

や
規

模
に
応

じ
た
避

難
計

画
の

策
定

○
避

難
勧

告
等
の
発
令
な
ど
の

情
報

共
有
方
法



大規模氾濫時の隣接市町間における避難の連携に関する協定書（案）  

 

 

宮城県角田市、宮城県丸森町、宮城県亘理町及び宮城県山元町（以下「協定市町」という。）

は、大規模な水害時の市町境を越えた避難行動（以下「隣接市町間の避難」という。）に係

る協定に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的）  

第１条 この協定は、阿武隈川下流沿川区域において大規模な氾濫が発生した場合または発

生する恐れがある場合、協定市町は各自の避難場所への誘導が困難と判断するときは、当

該区域に居住する住民の安全な一時避難を図るため、協定市町内の避難場所の利用にかか

る相互援助を円滑に行う事を目的として必要な事項を定めるものとする。  

 

（連絡担当課及び連絡調整員） 

第２条 協定市町は、隣接市町間の避難に関する連絡担当課等を定めるとともに、あらかじ

め連絡調整にあたる職員を設けるものとする。 

 

（情報収集及び伝達） 

第３条 連絡担当課は、大規模な氾濫が発生した場合、または発生する恐れがある場合にお

ける住民避難に関し、避難勧告等の発令状況を速やかに、相互に伝達するものとする。 

 

（連絡調整員の派遣）  

第４条 協定市町は、必要があると認めるときは、被災した協定市町の災害対策本部に職員

を連絡調整員として派遣することができる。  

 

（避難場所の相互援助） 

第５条 避難場所の相互援助については、協定市町が定める地域防災計画の範囲内において、

可能な限り援助活動を行うものとする。 

 

（相互援助の内容及び範囲）  

第６条 援助の内容は、次のとおりとする。  

（１）協定市町内の指定避難場所の相互利用 

（２）避難場所の状況や避難者の把握のほか、必要となる情報の収集及び提供  

（３）被災者の一時収容のための施設の提供及び斡旋  

（４）援助物資の調達及び提供 
（５）前各号に定めるもののほか特に必要となる事項 

 

（援助の要請） 

第７条 協定市町は、援助を受けようとする場合、次の各号の事項を明らかにして、別紙災

害援助要請書により要請する。ただし緊急を要する場合は、電話等により要請できるもの

とする。  

（１）被害状況及び避難勧告等の発令状況 

（２）援助の期間  

1



（３）その他、援助を必要とする事項等

（援助の経費負担）  

第８条 援助に要する経費の負担は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次のとお

りとする。  

（１）職員派遣に要する経費は、援助を行う協定市町が負担する。

（２）前号に掲げるもののほか、援助物資の調達その他援助に要する経費は援助を受ける

協定市町が負担する。  

（情報の交換及び周知）  

第９条 協定市町は、この協定に基づく援助が円滑に行われるよう必要に応じ情報交換を行

うと共に、平時から協定市町相互の避難場所の所在及び利用について周知を図るものとす

る。 

（補則）  

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、協定市町がそ

の都度協議し定める。 

（適用） 

第11条 この協定は、平成 年 月 日から適用する。  

この協定の締結を証するため、本協定書４通を作成し、協定市町の市町長が記名押印のう

え、それぞれ１通を保有する。  

平成  年  月  日 

宮城県角田市長 

宮城県丸森町長 

宮城県亘理町長 

宮城県山元町長 
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別紙

号
平成　　年　　月　　日

殿

住所

氏名

　　　大規模氾濫時の隣接市町間における避難の連携に関する協定書第７条に基づき、
　 次のとおり援助の要請をします。

災害援助要請書

項　　　　目 内　　　容

被　害　状　況

援　助　内　容
　　 の　種　類

援　助　場　所

援 助 を 受 け る 期 間

その他援助に必要な事項

到　達　経　路

援　助　を　必　要
と　す　る　人　数
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